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東海支店 営業グループ

中古住宅における
「【フラット３５】金利引下げメニュー」と手続きの留意事項

愛知県宅地建物取引業協会 豊田支部
第１回支部企画研修会参加者さま限り



０ はじめに
～なぜ今、固定金利型住宅ローン【フラット３５】を知る必要があるのか～
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2024年４月に借り入れた場合の金利推移

２年前に住宅ローンを借りた場合の金利比較

例えば2024年4月に住宅ローンを利用した人の借入金利を比較すると、借入当初は変動金利の方が【フラット３５】よ

り低かったものの、日本銀行による政策金利の引き上げにより、現時点では変動金利の方が【フラット３５】より高く

なっている可能性があります（比較条件は以下の※をご参照ください。）。
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【比較条件】
※2024年4月時点の変動金利（0.345％）は、主要都市銀行のホームページなどにより集計した金利を掲載。

その後の金利は、日銀の利上げから3ヶ月後に0.25％ずつ上昇したと仮定した数値を掲載
※2024年4月時点のフラット３５の金利（0.82％）は、最頻金利（返済期間21年以上35年以下、融資率９割以下、新機構団信付き）から、

当初5年間、１％の金利引下げを行った数値を掲載
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２０２４年１月からの政策金利の推移

…………3月 ……………  7月 ………………………  1月 ………………………………………… 12月 …………………… 6月

2024年 2025年 2026年

● 日本銀行は2024年３月にマイナス金利政策を解除し、

約2年で1.0%程度の利上げを実施
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マイナス金利政策解除
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0.25%程度に引上げ
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2025年12月19日

0.75%程度に引上げ

202６年６月1６日

１.０%程度に引上げ

今後は
どうなる？
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１ 中古住宅における【フラット３５】金利引下げメニュー
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押さえておきたい
中古住宅における【フラット３５】金利引下げメニュー①

【フラット３５】中古プラスとは、一定の基準を満たした中古住宅を購入する際に、【フラット３５】
の借入金利を一定期間引き下げる制度
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押さえておきたい
中古住宅における【フラット３５】金利引下げメニュー①



No

➌安心R住宅かつ新築時に
を利用した物件

（劣化等が補修されれば利用可能）

中古プラスに関する確認書
・記載要領は次頁を参照

＊2

物件検査の省略関連フローチャート

長期優良住宅
認定通知書（写）

安心Ｒ住宅
調査報告書
（写）

建物の
登記事項
証明書

建物の登記
事項証明書

団体が基準
を確認した
書類

物件検査のお問合せ窓口
はこちら

➋築10年以内かつ新築時に
を利用した物件

※１ 新築時に利用された融資が【フラット３５（保証型）】の場合は、新築時に利用された融資の取扱金融機関と今回ご利用になる取扱金融機関が同一である場合のみ、物件検査省略の対象となります。
※２ 借入申込日の10年前の応当日の翌日以後に竣工した中古住宅とします。竣工した日は検査済証の交付年月日とします。竣工した日が検査済証で確認できない場合は、登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」

の「原因及びその日付」欄に記載されている年月日（新築）とします。
※３ 特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年国土交通省告示第1013号)第２条第１項に規定する特定既存住宅であって、 同告示第10条第１項に規定する標章が使用されているものをいいます。
※４ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20 年法律第87 号）の規定により長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が認定された住宅をいいます。
※５ 借入申込日の20年前の応当日の翌日以後に竣工した中古住宅とします。竣工した日は検査済証の交付年月日とします。竣工した日が検査済証で確認できない場合は、登記事項証明書の「表題部（建物の表示）」

の「原因及びその日付」欄に記載されている年月日（新築）とします。
※６ 一般社団法人優良ストック住宅推進協議会に登録された物件をいいます。
※７ マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成12 年法律第149 号）及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成14 年法律第78 号）に基づき、マンションの管理計画（長期修繕計画、管理規約

等）について、地方公共団体から「管理計画認定」を受けたマンションをいいます。
※８ スムストック登録物件の場合は、団体が基準を確認した書類において【フラット３５】中古プラスの適用有無を確認してください。
※９ 【フラット３５】子育てプラスを利用する場合は、６～10年目も年▲0.25％の金利引下げを受けられることがあります。
※10 新耐震基準に適合する管理計画認定マンションで【フラット３５】中古プラスを利用する場合、物件検査が必要です。

＊1

確認書＊1

中古マンション
らくらくフラット３５
に登録されている

新築時に

を利用※１

安心R住宅※３である

長期優良
住宅※４の
認定物件
である

築20年
以内※５

の物件
である

スムストックの
登録物件※６で、

適合物件である

中古住宅購入融資

https://www.flat35.com/loan/flat35menu_a.html

中古住宅に関する確認書

（下記の➊～❻に応じた書類を
取扱金融機関に提出してください。）

物件検査省略時の
パターン別必要書類

「中古マンションらくらく
フラット３５検索」

https://www.simulation.jhf.go.jp/
flat35/kensakikan/index.php

の

当初５年間

物
件
検
査
（
適
合
証
明
書
の
取
得
手
続
）

が

省
略
で
き
ま
す

金利引下げメリット一覧

年▲ 0.25 %～年▲ 0.75％

年▲ 0.25 ％

年▲ 0.5 ％

年▲ 0.75 ％

年▲ 0.25 %～年▲ 1.0％

以下のすべての検査箇所について、
目視で確認できる範囲で劣化等が
ないことを確認できる住宅が対象

物件検査が必要です。

＊2

（適合証明書の取得手続）

（適合証明書の取得手続）

破損がない

年▲ 0.25 ％

年▲ 0.5 ％
～年▲ 1.0％

年▲ 0.5 ％

年▲ 0.75％

年▲ 1.0 ％

年▲ 0.5 ％
～年▲ 1.0％

Yes
No

（マンション名・所在地を入力）

No

Yes

Yes Yes

該当物件に以下の金利引下げメニューの
いずれが適用されているかにより,金利引
下げ幅が異なります。

確認書＊1

No

No

Yes

Yes Yes

建物の
登記事項
証明書

確認書＊1

確認書＊1

❶ バルコニー
手すりの著しいぐらつき、腐食等がない

➌ 屋外に面する開口部
建具周囲に隙間、建具の著しい開閉
不良がなく、手すり等の著しいぐら
つき、腐食がない

➋ 雨樋

➍ 給排水・給湯設備
給排水管の接続部分等、トラップ周
辺に漏水又は漏水の痕跡がない

物件検査なしで

➊～➍のすべての項目で劣化等なし

当初５年間

【フラット３５】Ｓ等は住宅の性能
により金利引下げ幅が異なります。

の借入金利から

当初５年間

中古住宅購入融資利用できる

を取扱金融機関に提出してください。

「中古プラスに関する確認書」

・物件検査は不要（※10）

借入金利から

築10年
以内※２

の物件
である

➍築20年以内かつ長期優良住宅
の認定を受けている物件

No

➎スムストックに登録されている
適合物件

新耐震基準に適合する
管理計画認定マンション※７

である

❻新耐震基準に適合する管理計画認定
を受けたマンション

No

管理計画認定
マンション
認定通知書（写）

建物の登
記事項証
明書 確認書＊1

Yes

年▲ 0.25 ％

No

ダウンロード
はこちら

の金利引下げには要件があります。

年▲ 0.5 ％
（※10）

金利引下げ
合算後

仕上げ材の著しい割れ、欠損、
剥がれ、腐食、漏水の跡がない

❻階段
構造体、踏面の著しい沈み、欠
損、腐食等がなく、手すり等の
著しいぐらつき、腐食がない

❼床（マンションのみ）
著しい沈み、仕上げ材の割れ、
欠損、剥がれがない

OK

➋築10年以内かつ新築時に
を利用した物件

https://www.flat35.com/business/
inspect/download/cyuko.html#SUB2

❺天井

（※８）

「適合証明省略に
関する申出書」
を印刷

➊中古マンションらくらくフラット
３５の登録物件

Start

（※９）

＜物件検査を省略できる住宅は、
以下の❺～➐は確認不要＞

詳細はこちら

借入金利から

他の金利引下げメニューと組み合わせることに
より、さらに金利が引き下がる場合があります。

＊3

＊3

参考
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番号１から５までのいずれかにおいて不適合がある場合は、【フラット３５】中古プラスは利用できません。

【フラット３５】中古プラスの基準適合確認表

番
号

検査箇所

内容確認欄
（いずれかに
チェック）

技術基準等
※目視できる範囲で確認してください。
詳細は記載方法をご参照ください。

確認方法

適合 不適合

1 バルコニー □ □

・手すりの著しいぐらつきがない。
・手すり（支持部分を含む）の著しい腐食がない。

※手すりがない場合は、左欄の「適合」にチェックを入れてください。

2 雨樋 □ □ ・破損がない。

□
・台所、洗面所、洗濯機、浴室およびトイレ（手洗い及びロータンク
　の給水部分）の水栓に、漏水又は漏水の痕跡がない。
・すべての水栓を完全に閉じた状態で、水道メータが動いていない。

3
屋外に面する

開口部
（窓、ドア）

□ □

・建具の周囲に隙間がない。
・建具の著しい開閉不良がない。
・手すりの著しいぐらつきがない。
・手すり（支持部分を含む）の著しい腐食がない。

現地確認日※ 令和 年

5
排水設備

（専用部分のみ） □ □

・台所流し台および洗面所の排水管に漏水又は漏水の痕跡がない。
・洗濯機防水パンの周辺に漏水又は漏水の痕跡がない。（※）
・浴室の排水管に漏水又は漏水の痕跡がない。（※）

　※確認できる場合のみ

4
給水・給湯設備
（専用部分のみ） □

月 日

申込人、売主または
仲介事業者が現地で確認

※現地確認日から１年以内に借入申込を行ってください。
　なお、借入申込日以後に現地確認いくことも可能です。

金融機関
記入欄

【フラット３５】中古プラス
に関する確認書の記載要領（例）

参考
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中古住宅の購入とあわせて、一定の要件を満たすリフォームを実施することを条件とする【フラット３５】の
商品の一つです。

リフォームの内容に応じて金利を引き下げることができます。
（例 壁紙の交換により金利Bプラン 金利５年間0.5%引下げ）

【フラット３５】リノベとは？

お客様が中古住宅を購入してリフォームを行う場合（リフォーム一体タイプ 以下のケース１）と住宅事業者
によりリフォーム工事が行われた中古住宅を購入する場合（買取再販タイプ 以下のケース２）の２種類があ
ります。

押さえておきたい
中古住宅における【フラット３５】金利引下げメニュー②
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【フラット３５】リノベ（金利Bプラン）の利用条件

省エネルギー性

●断熱材の追加工事

●断熱性の高い開口部への交換工事

●高効率給湯器（エコキュート、エコジョーズなど）
・太陽光発電設備の設置工事など

耐久性・可変性
●天井・内壁等の壁紙等の交換
●屋根・外壁の塗装・防水工事

●床材の交換工事 など

バリアフリー性
●手すりの設置工事
●通路または出入口の幅員拡張工事

●バリアフリートイレまたは浴室への交換工事 など

耐震性 ●壁・筋交等の設置工事 など

【フラット３５】リノベ（金利Ｂプラン）
①住宅の要件

次のいずれかのリフォーム工事（下表は工事の一例）が行われた住宅であること。

②リフォーム工事費の要件 なし

③中古住宅の維持保全に係る措置

「中古住宅の維持保全に係る措置」とは、次の１から４までのいずれかの措置をいいます。

この措置がとられていることを、適合証明検査機関による適合証明検査において確認します。

１ インスペクションの実施 ２ 瑕疵保険の付保等 ３ 住宅履歴情報の保存 ４ 維持保全計画の作成
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中古住宅の維持保全に係る措置 「住宅履歴情報の保存」

以下を記入した「住宅履歴情報の保存に関する確認書」を提出

・住宅履歴情報の保存形式（紙媒体、電子媒体等）

・住宅履歴情報の保存場所

・保存する情報に、次のものは含まれていること

①（今回の）リフォーム工事に関する図書

②（今回の）リフォーム工事の写真（※）

③【フラット３５】リノベに係る基準の適合性を確認できる書類

※（今回の）リフォーム工事に関する工事前お

よび工事後の写真が必要。

工事後（適合証明検査時）に工事内容を、目視

確認できない箇所（例：断熱材充填工事、耐震

改修工事）の場合は、工事中の写真も必要

「撮影日」及び「住宅の所在地」をそれぞれ記

載したボード等をリフォーム工事実施箇所と一

緒に撮影。

※写真加工ソフト等による追加記載は不可。

□ □ □ （ ）

□ □
□ □
□ □

住宅履歴情報

工事写真（外観）（※）

【フラット３５】リノベ工事関係書類

工事記録書（工事箇所明示図）（※）

工事記録書（詳細図面）（※）

上記関係図書（※）

情報の保存場所

　＜保存情報＞ 【フラット３５】リノベに係る内容について、（※）の項目は必ず保存ください。

中古住宅適合証明書（※）

工事写真（施工箇所（工事前、工事中、工事後））（※）

　年　　　月　　　日

情報の保存形式 電子媒体 紙媒体
その他

登録システム等

住宅履歴情報の保存に関する確認書

私は、【フラット３５】リノベの申込みを行うに当たり、検査対象住宅の履歴情報について次のとおり保存します。

検査対象
住宅

（所有者）

（所在地）
建物新築
年月日

記入例
・検査対象住宅内
・情報サービス機関内

検査済証の交付年月日を
記入ください。これによ
り確認できない場合は、
登記事項証明書の「表題
部」の「原因及びその日
付」欄に記載されている
年月日（新築）をご記入
ください。

リフォーム工事に関する
図書
・工事箇所のわかるもの
・工事内容のわかるもの
→この欄の書類はすべて
保存必要

ひな形のダウンロード
はこちら
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検査済証または登記
事項証明書から転記

この欄の書類は
全て保存が必要

新築時の関係図書
該当するものに

チェック

リフォーム時の
関係図書

該当するものに
チェック

※新築時及び前回以前
のリフォーム時の関係
図書の保存は任意

工事写真の撮影方法

※以下を記載した黒板、画用紙等を一緒に撮影してください。
一戸建て等の場合：「撮影日」および「建物の所在地（地名地番または

住居表示）
マンションの場合：「撮影日」および「マンション名および住戸番号」
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2026年4月以降の物件検査（事前確認）申請分から、物件検査実施者に一定の要件を満たした適合証明技術者を
追加しました。（金利Ｂプランに限ります）。
物件検査が可能な適合証明技術者は下記検索画面からご確認ください。

こちらから検索画面へ
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２ 手続きの留意事項



Ｓｔｅｐ１ 物件検査（適合証明）省略の対象物件かをチェック！

17

＜一戸建て住宅等用＞

①～④のいずれかに該当するか
① 築年数20年以内（検査済証、登記事項証明書等により確認）で、長期優良住宅の認定（所管行政庁が発行する長期優良住宅認定通知書等に

より確認）を受けた住宅
② 安心Ｒ住宅（安心Ｒ住宅調査報告書により確認）で、新築時に【フラット３５】を利用した住宅（登記事項証明書により確認）
③ 築年数10年以内（検査済証、登記事項証明書等により確認）で、新築時に【フラット３５】を利用した住宅（登記事項証明書により確認）
④ 団体登録住宅で【フラット３５】の基準に適合していることをあらかじめ確認した住宅

【フラット３５】をご利用いただくにあたり、物件検査の事前相談を円滑に行うためのチェックです。
適合証明書が取得できることを保証するものではありません。

該当なし 該当

物件検査を省略可能

Ｓｔｅｐ２ 手元に準備しておきたい書類をチェック！

①・②は必須
① 建物の登記事項証明書（写）
② 土地の登記事項証明書（写）

③はあれば準備
③ 物件概要が確認できる書類（確認申請の添付図書、確認済証または検査済証（写）など）

Ｓｔｅｐ３ 登記事項証明書、検査済証、設計図書等で住宅の床面積が50㎡以上であることを確認

Ｓｔｅｐ４ 次の①または②のいずれかに該当しますか？

① 建築確認日が昭和56年6月1日以降
② 新築時期(表示登記の原因及びその日付）が昭和58年4月1日以後（建築確認日が確認できない場合に限ります。）

ＹＥＳ

ＮＯ

耐震性を確認できる図面（対象住戸の間取りが
分かる図面等）はありますか？

ＹＥＳ ＮＯ △可能性低い※

適合証明機関・適合証明技術者に相談してみましょう！

※ 耐震性を確認する必要があり、耐震性がない場合は、耐震リフォームを行う前提で、【フラット３５】を利用していただく必要があります。



18

＜マンション用＞

【フラット３５】をご利用いただくにあたり、物件検査の事前相談を円滑に行うためのチェックです。
適合証明書が取得できることを保証するものではありません。

Ｓｔｅｐ１ 中古マンションらくらくフラット３５の登録をチェック！

登録なし 登録あり

物件検査を省略可能

該当Ｓｔｅｐ２ 物件検査（適合証明）省略の対象物件かをチェック！

①～⑤のいずれかに該当するか
① 築年数20年以内（検査済証、登記事項証明書等により確認）で、長期優良住宅の認定（所管行政庁が発行する長期優良住宅認定通知書等により

確認）を受けた住宅
② 安心Ｒ住宅（安心Ｒ住宅調査報告書により確認）で、新築時に【フラット３５】を利用した住宅（登記事項証明書により確認）
③ 築年数10年以内（検査済証、登記事項証明書等により確認）で、新築時に【フラット３５】を利用した住宅（登記事項証明書により確認）
④ 団体登録住宅で【フラット３５】の基準に適合していることをあらかじめ確認した住宅
⑤ 新耐震基準に適合する管理計画認定マンション

該当なし

Ｓｔｅｐ３ 手元に準備しておきたい書類をチェック！

①～③は必須
① 建物の登記事項証明書（写）
② 管理規約（写）（物件名が記載されており、現時点で使用されているものであることを確認ください。）
③ 長期修繕計画書（写）（現時点で使用されているものであることを確認ください。）

④はあれば準備
④ 物件概要が確認できる書類（確認申請の添付図書、確認済証または検査済証（写）など）

Ｓｔｅｐ４ 登記事項証明書、検査済証、設計図書等で住宅の床面積が30㎡以上であることを確認

Ｓｔｅｐ５ 次の①または②のいずれかに該当しますか？

① 建築確認日が昭和56年6月1日以降
② 新築時期(表示登記の原因及びその日付）が昭和58年4月1日以後（建築確認日が確認できない場合に限ります。）

ＹＥＳ
ピロティ部分はありますか？

ＮＯ

ＮＯ

適合証明機関・適合証明技術者に相談してみましょう！

ＹＥＳ △可能性低い※
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